
桐蔭横浜大学 研究活動上の不正行為の防止体制

最高管理責任者
（学長）

統括管理責任者
（研究倫理担当副学長）

研究上の不正行為の防止及び
研究費等の運営・管理に関し最終責任を負う者

研究活動上の不正行為防止対策の組織横断的な体制を統括
研究費等の運営・管理について全体を統括

• 基本方針を
策定・周知

• 必要な措置

• 補佐
• 状況報告

学長

監査委員会

不正防止委員会

コンプライアンス推進責任者
兼 倫理教育責任者
（学部長、研究科長）

コンプライアンス推進副責任者
兼 倫理教育副責任者
（学科長、副学科長）

研究者（学生、研究補助者、非
常勤教員等含む）

コンプライアンス推進責任者
兼 倫理教育責任者

（機構長、センター長）

コンプライアンス推進副責任者
兼 倫理教育副責任者

（統括管理責任者が指名）

研究者（学生、研究補助者、非
常勤教員等含む）

コンプライアンス推進責任者
（大学事務局長）

コンプライアンス推進副責任者
（総務部長）

コンプライアンス推進副責任者
（研究推進部長）

総務部 研究推進部

研究活動等にて購⼊したも
のの検収等を担当

公的研究費等にて購⼊した
ものの検収等を⼀部担当

通報者

不正行為通報窓口
（公益通報窓口、コンプライアンス
推進責任者、倫理教育責任者）

相談者

相談窓口
（総務部）

監事

会計監査人連携 理事会

定期的な報告

不正防止体制の確認
不正防止計画の確認

情報提供

委員長：統括管理責任者

委 員：大学事務局長、総務

部長、研究推進部長、研究

推進部次長及び統括管理責

任者が指名する研究経験者

若干名並びに統括管理責任

者が必要と認める者。

• 具体的な対策を策定・
実施

• 不正防止のための取組
を指示

• 実施状況を確認


